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佐賀消費者フォーラム令和3年度 業務日誌

No 日付 曜日 内容 場所 参加者 参加人数
1 2021/11/15 月 第1回理事会 ZOOMオンライン 理事4、監事1、事務局2 7

2 2021/12/3 金
令和3年度第4回消費生活相談員
等理ベルアップ研修会

アバンセ 事務局 1

3 2021/12/8 水 検討委員会 佐賀県弁護士会館 検討委員8、オブ2、事務局0 10

4 2021/12/6 月 令和3年度定時総会 会員85（本人18、書面55、委任
12） 85

5 2022/1/17 月 第2回理事会 ZOOMオンライン 理事4、監事1、事務局1 6
6 2022/1/18 火 第三者調査 事務所 調査人1、理事1、事務局1 3
7 2022/2/18 水 検討委員会 佐賀県弁護士会館 検討委員9、オブ4、事務局1 14

8 2022/2/2-5
佐賀市消費者フェア・2/5消費
者110番

佐賀市立図書館 理事1、事務局1 2

9 2022/3/3 木
適格消費者団体連絡協議会プレ
企画

オンライン 理事1、事務局1 2

10 2022/3/12 土 適格消費者団体連絡協議会 オンライン 理事3、事務局2 5
11 2022/3/14 月 第3回理事会 ZOOMオンライン 理事5、監事1、事務局2 8
12 2022/4/13 水 検討委員会 佐賀県弁護士会館 検討委員7、オブ5、事務局1 13
13 2022/5/16 月 第4回理事会 ZOOMオンライン 理事5、監事1、事務局1 7
14 2022/6/15 水 検討委員会 佐賀県弁護士会館 検討委員9,オブ6,事務局1 16

15 2022/6/24 火 佐賀県第1回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

アバンセ 事務局 1

16 2022/7/11 月 第5回理事会 ZOOMオンライン 理事4、監事1、事務局1 7
17 2022/7/22 金 消費者セミナー 佐賀県弁護士会館 一般29、理事3、事務局2 34

18 2022/7/26 火
令和4年度佐賀県消費生活の安
心安全対策会議

アバンセ 事務局 1

19 2022/8/9 水 佐賀県第2回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

アバンセ 事務局 1

20 2022/8/10 水 検討委員会 佐賀県弁護士会館 検討委員6,オブ3、事務局1 10
21 2022/9/3 土 適格消費者団体連絡協議会 オンライン 理事3、事務局2 5
22 2022/9/12 月 第6回理事会 ZOOMオンライン 理事5、監事1、事務局2 8
23 2022/10/12 水 検討委員会 ZOOMオンライン 検討委9,オブ3、事務局1 13

24 2022/10/19 水 第11回消費者の集い 一般19、理事3、監事1、事務局
2 25



令和1 2年度  差し止め請求・申し入れ・お問い合わせ一覧 
（令和 2年度 2020.11.01 2021.10.31、令和 3年度 2021.11.01 2022.10.31） 

対象事業者の
名称 

差止請求・申し入れ・問い合わ
せの概要 

実施日  活動内容と対応・結果等 

アシェット・コ
レクションズ・
ジャパン㈱ 

分かり易い表示への改正を求め
た（継続購入の価格案内） 

2020.6.30 再度の申入れ 
2020.9.28 回答 
2021.6.15 再度の申入れ 
2021.7.6 回答 
2022.6.28 再度の申入れ 
2022.7.22 回答(今夏販売商品より改善す

る)⇒商品現品の検証予定 
LINEモバイル 貸出機に関する同意書兼受領書

について問い合わせ（貸出機の
補償金） 

2019.12.13 回答 
2020.11.10 再度問い合わせ書送付 
2021.2.2 回答 
2021.10.28 再問合せ書送付 
2021.12.17 回答 
2022.10.17 再問合せ書送付したが、ソフト

バンクとの合併のため返送 

合同会社ライ
フサポート 

解約条項違約金およびサービス
利用対価についての改善を申入
れした 

2021.9.17 申入書送付 
2021.10.6 回答（営業休止） 

申入れ終了

合同会社
Monster.Fam 

エステティックサービスの契約
期間と中途解約に関する規定の
改善申入れをした 

2022.6.28 申入れ送付 

2022.8.29 回答（申入れ通り改善する） 

㈱希乃屋（悠
優コスメティ
クス） 

化粧品定期購入ネット広告につ
いての問い合わせを送付 

2022.9.12 申入れ送付 

2022.10.3 回答 



【R3年度 消費者情報受付記録】 R3年11月1日～R4年10月31日

№日時 情報 相手先 相談内容 事務局、対応担当者 検討

1

R3.12.8 電話 男性 コロナ禍による結婚式場をキャン
セルしたが、38日前で40%のキャン
セル料は高すぎる。調停裁判に申
し立てたが式場側が出頭を応じて
いない。有効な情報は無いのか？

業界のガイドラインに
沿った約款通りのキャ
ンセル料ではあるた
め、当方で有効な情
報があれば提供した
い。（牧）

2

R3.12.23 電話を受けた
後、消費者
110番

女性 コロナ禍第一波で格安航空券の
予約をバウチャーに変更して半年
ごと延長してきたが、事前連絡なく
10月15日で打ち切られた。あまり
に一方的なので、返金もしくは、
譲っても再延長を要求したい。

相手航空会社に契約
不履行の可能性があ
る。要求を続けた方が
よい。（福島、牧）

R4.2月検討
委員会で
対応を協議

3

R4.2.5 消費者110番
（佐賀市消費
生活フェア）

女性 司法書士との任意整理契約をネッ
ト上で行い、10日後解約を申し出、
違約金を払えといわれたが高すぎ
る。

ほとんど業務をしてい
ないので、着手金の
一部のみ支払うと主
張すべき。（福島）

R4.2月検討
委員会で
対応を協議

4

R4.2.5 消費者110番
（佐賀市消費
生活フェア）

女性 脱毛エステ24回の契約。1年間し
か中途解約を認めないのはおかし
い。契約書では3年、役務の提供
期間が契約期間のはず。

特商法のエステの中
途解約のむ定めに反
している可能性あり。
（福島）

R4.2月検討
委員会で
対応を協議

5

R4.3.3 ℡事務所 男性 買い物依存症の妻が、着物・バッ
グ・宝石等で2社から計１３００万円
相当の購入をしていた。契約無効
の交渉をしてきたが、1社1067万円
分の回答が納得いかない。

特定適格団体ではな
く個別救済はできな
い。吉丸弁護士と相
談したいといわれた。

吉丸弁護
士で対応
依頼

6

R4.4.20 ℡事務所 女性 洋服レンタルのサブスク契約の中
途解約料100%は消費者契約法に
反していないか？

消費生活センターへも
相談されている

検討委員
会の案件
予定

7

R4.5.24 ℡事務所 ホーム
ページ
メール

化粧品定期購入4回縛りを表示せ
ず、いつでも休止解約可能として、
欺かれた。他にも被害者が出てい
るので、解約できるように話をすす
めてほしい。

検討委員
会で申入
れ案件と
し、西田弁
護士で起
案

8

R4.8.22 ℡事務所 男性 クレジットカードの手数料を支払い
遅延により一方的に引き上げられ
た。消費者契約法10条に反するの
ではないか？

詳しい事情を確認した
いので、契約書等の
資料送付を要請。

その後本
人から郵送
されて来な
い

9

R4.9.14 ℡事務所 男性 台風の影響で帰りの便が使えず、
旅行会社からツアー中止された
が、旅行代金の返金の際振り込み
手数料を請求されるのはおかし
い。

旅行約款に書かれて
いることを確かめて消
費生活センターに相
談を促した。

10

R4.10.24 ℡事務所 男性 互助会の30万円コースを2口払い
込んで、2015年1口解約申し込み
した。解約料が高いと思い交渉し
たが応じてもらえず、差し止め裁判
判決後に2口目を解約申し込んだ
が前回と同じ請求なので、相談に
乗ってほしい。

福島弁護士による無
料相談を紹介



●主催佐賀県弁護士会消費者問題委員会

適格消費者団体・特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム

●問い合わせ・申し込み先※ご希望の方は申し込みフォームまたはメールでお申し込みください。

申し込みフォーム→
E-mail  scf@forest.ocn.ne.jp 電話0952-37-9839FAX 0952-37-9859

弁護士法人はやて法律事務所福島和代電話0952-40-4005

参加費

無料 オンライン

ZOOMでも

参加できます

～安心・安全な消費社会を目指して～

適格消費者団体と差止め請求訴訟を知ろう

適格消費者団体を知っていますか？消費者の利益を守るために消費者を代表して裁判をする

権限を認められている内閣総理大臣に認定された団体です。適格消費者団体の活動と裁判につ

いて知っていただくために、勉強会を開催します。どなたでも参加可能です。是非ご参加下さい。

● 日時 2022 年7 月２2 日（金曜日）

17 時30 分～19 時30 分

● 講師 弁護士 池本誠司 先生

適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会理事長

● 場所 佐賀県弁護士会館2 階大会議室

住所〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路７−１９℡ 0952-24-3411

● 内容

適格消費者団体の

活動とは？

… 差し止め請求、
申入れ活動って?

差し止め請求訴訟

判決の傾向

（デイーエヌエー裁

判など）

最近の消費者関連

法の改正

(成人年齢18歳改

正など)

消費者セミナー
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適格消費者団体の差止請求と消費者法のルールの実現

２０２２年７月２２日

埼玉消費者被害をなく す会

弁護士 池 本 誠 司

１．はじめに

⑴ 近年の消費者被害の特徴

① 高齢者・ 若年者を狙った悪質商法（ 不当勧誘行為型被害）

② インターネット 取引を巡る悪質商法（ 不当表示型被害）

③ 不当な契約条項に起因する被害（ 複雑な契約条件、頻繁な変更等）

⑵ 一人一人の消費者が訴えを提起することの困難性が一層拡大

⑶ 適格消費者団体が法令違反行為の是正申入れ・ 差止請求訴訟を行う意義

㋐訴訟提起前の申入れ・ 書面による差止請求により改善されるケース

㋑差止請求訴訟により是正したケース

〇最判平２９．１．２ ４判時2332号16頁、消費者法判例百選（ 第2版） 34頁

・ チラシの配布と「 勧誘」

「 事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容

や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞

広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけ

が個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから、事業者等

が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう『 勧誘』

に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは、 上記法の趣旨目

的に照らし相当とは言えない。」

⇒ 特商法2021年改正による法１５条の４の導入（ 2022年6月1日施行）

・ 特定申込画面において、表示義務事項の不実表示・ 不表示により誤認して

契約を締結した場合、 その他誤認させる表示より誤認して契約締結した

場合、取消しができる。

・ 本件表示をした広告の配布は既に中止しているので、「 現に行いまたはおそれが

ある」 とは言えないとして、差止請求は棄却。

⑷ 差止請求訴訟で勝訴した事例・ 敗訴した事例の検討と課題

⇒ 2022年3月３日全国適格消費者団体協議会のプレ企画の議論をヒントに

⑸ 差止請求権の効果的な活用と取組の手ごたえとは

(Ａ )個別訴訟と差止訴訟との連携

(Ｂ)差止請求訴訟における効果的な主張立証

(Ｃ)消費者行政との連携)
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２．NTTドコモ約款変更権条項差止請求訴訟

原告埼玉消費者被害をなく す会、被告ＮＴ Ｔ ドコモ

東京地裁平成３０年４月１９日判決

東京高裁平成３０年１１月２８日判決（ 判時2425号20頁）

（ 事案） 無制限な約款変更件権条項

〇被告は、携帯電話料金の請求書発行方式から Web閲覧を原則とし、請求書面の発

行は１通１００円を請求する方法に変更することを決定し、各契約者に通知・ 公

表した。一方的な有料化への変更は不当ではないかとの情報提供。

〇請求の趣旨

携帯電話サービス契約条項において、次の契約条項を使用してはならない。

「 第２条 当社は，この約款を変更することがあります。この場合には，料金

及びその他の提供条件は，変更後の約款によります。 」

（ 請求根拠）

⑴ 不当条項に該当する条項の存在

① 約款変更の要件・ 範囲を制限することなく 、 事業者の一方的判断によって無制

約に契約条件を変更できるとする条項は、契約条件の変更は当事者の合意によ

るとする民法の基本原則に反する（ 消契法１０条前段要件）。

② 本件変更条項により無制限に変更後の条項に拘束されることは、 消費者に対し

変更内容にかかわらず一方的に不利益を及ぼすものであり不当条項である（ 消

契法１０条後段要件）

・ 現に被告は請求書有料化の変更を行っている。

・ 携帯電話契約は２年以内に解約する場合は数万円の解約手数料を支払う条項

があり、変更後の条項が不利でも契約から自由に離脱ができない。

⑵ 差止請求の根拠

消契法１ ２ 条３ 項 適格消費者団体は、 事業者又はその代理人が、 消費者契約を

締結するに際し、 不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規

定する消費者契約の条項（ 第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあ

っては、 同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く 。 次項において同

じ。 ） を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行う

おそれがあるときは、 その事業者又はその代理人に対し、 当該行為の停止若し

く は予防又は当該行為に供した物の廃棄若しく は除去その他の当該行為の停止

若しく は予防に必要な措置をとることを請求することができる。 ただし、 民法

及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされな

いときは、 この限りでない。

㋐被告は、契約約款に無制約な約款変更条項を現に規定している。
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㋑請求書有料化の根拠として現に使用している。

＜約款変更権条項に対する個別訴訟と差止請求訴訟の違い＞

〇個別訴訟では、約款変更権を逸脱する不当な変更条項を適用した結果不利益を

被った消費者が損害賠償請求訴訟を提起し、前提要件として約款変更権条項の

無効を判断する。

⇒ 約款変更権条項自体が個別消費者に不利益を発生させているわけではない

から、その無効確認請求はできない。

〇個別訴訟では、合理的限定解釈により約款変更権条項自体は無効ではないが、

これ適用したとする変更後条項が変更権を逸脱した無効な条項であり、変更後

条項による請求を損害と認定する方法もある。

〇差止請求訴訟は、根源にある約款変更権条項の無効と使用停止を請求できる。

⑶ 被告の主張

① 約款変更は合理的な範囲で行うことができるという一般的法理が確立してい

る。本件変更条項はこの趣旨で規定したものであり、消費者の権利の制限また

は義務の加重（ １０条前段要件） には当たらない。

② 数千万人の契約者に個別同意を得ることは不可能であり、均一な給付を実現す

るため約款変更条項が必要である。 無制限な約款変更を認めた規定ではなく 、

合理的な範囲内で変更ができるという趣旨の規定である。これを逸脱する約款

変更は民法９０条や消契法１０条により無効となるから、本件変更条項は信義

則に反して消費者の利益を一方的に害するような効果（ １０条後段要件） に当

たらない）。

⑷ 東京地裁平成３０年４月１９日判決

① １０条前段要件の該当性

当事者が合意した契約内容に拘束され、合意していない変更後の内容に拘束さ

れないことが契約の一般法理であり、これに照らして消費者の義務を加重する

条項である。

② １０条後段要件の該当性

・ 多数の契約者に均一な契約条件を適用する必要性があり、通信技術の革新に

より高い頻度で変更が必要となる。

・ 変更の必要性・ 相当性に照らして不合理な約款変更は、民法９０条・ 諸警報

１０条に反し無効となるから、本件変更条項が存在するからと言って無限定

な約款変更が当然に有効となるわけではないから、契約者の不利益は重大と

は言えない。
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・ 本件変更条項により変更された請求書有料化条項が不合理とは言えない。半

年以上前に有料化の周知に努めてきた。

・ よって、本件変更条項が消費者の利益を信義則に反する程度に侵害している

とは言えない。

⑸ 考え方の整理

＜無制限な約款変更権条項を不当条項として差止請求できるか＞

① 変更権逸脱使用説

㋐無制限な約款使用権条項は、変更権を逸脱する不当な約款変更が許されない

(合理的限定解釈)から、 変更権を逸脱する不当な約款変更が行われたとき、

不当条項と評価される。

㋑その変更権条項による（ 逸脱した約款変更を利用した）消費者契約の申込み・

承諾を「 現に行いまたは行うおそれ」 があるとして、差止請求ができる。

② 変更権逸脱使用の抽象的おそれ説

㋐無制限な約款使用権条項は、変更権を逸脱して不当な約款変更が行われる抽

象的なおそれがあるから、現に逸脱する約款変更が行われたか否かを問わず、

当然に不当条項と評価される。

㋑その無制限約款変更権条項を含む契約の締結を「 現に行いまたは行うおそれ」

があれば差止請求ができる。

③ 変更権逸脱使用の具体的おそれ説

㋐無制限な約款使用権条項は、変更権を逸脱して不当な約款変更が(当該事業

者でなく とも他業者を含めて)「 行われるおそれが具体的に認められるとき」、

不当条項と評価される。

㋑具体的に逸脱使用またはそのおそれがある無制限約款変更権条項を含む契

約の締結を「 現に行いまたは行うおそれ」 があれば差止請求ができる。

⑹ 控訴審における控訴人なく す会の主張

〇本件変更条項は、個別同意のない約款変更の合理的限界を何ら定めることなく

包括的・ 無限定な変更権を認める条項であり、法制審議会民法（ 債権法） 部会

や文献において、包括的・ 無限定な変更権条項は不当条項の典型であると複数

の見解が表明されている。

・山下友信教授「 何も限定をつけないで変更できますというのは典型的な不当条項で・・・ 」

・ 山本敬三教授「 そのような限定をしない包括的な変更留保条項は、不当条項の典型で

あり、入れたく ないというのが本当のところだろうと思います。」

・ 大澤彩教授「 特に変更可能性がある対象を例示せずに包括的に変更の可能性があるこ
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とを示す条項の場合には，約款作成者の一方的な都合で場合によっては，価格や目的

物の内容自体についても変更ができるということとなり， 不当性が高い｡」

〇無限定な変更権条項を定めることにより、事業者の一方的な約款変更を事実上

許容する可能性が高まり、不合理な約款変更により消費者が事実上不利益を受

ける紛争が発生することが、消費者の利益が害される事態である。

当該変更後の条項が事後的に不当条項として無効と評価されることを理由

に、不当条項性を否定することはできない。

⑺ 東京高裁平成３０年１１月２８日判決（ 判時2425号20頁）

〇１０条前段要件の該当性

・ 約款変更条項の有無にかかわらず、必要に応じて合理的な範囲において約款

が変更できる場合があることは約款法理として定着している。改正民法の定

め（ 施行前） もそのことを前提に規定している。（ １ ０頁）

・ 本件変更条項は、一定の合理的な範囲内においてのみ変更が許される趣旨で

あると限定的に解釈すべきであることに照らせば、本件変更条項が一般的な

法理に比べて消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であるとは

いえず、控訴人（ なく す会） の主張は採用できない。（ １１頁）

・ 本件変更条項は、事業者側を一方的に利する恣意的な変更も許容されるよう

に読める。しかし、約款の文言について合理的な限定解釈を加えることが認

められるべきものであるから、たとえ無限定な変更を認めるかのような変更

条項が存在したとしても、事業者側を一方的に利する合理性を欠く 恣意的な

変更が許容されると解釈する余地はない。（ １２頁）

・ 本件変更条項による約款変更の合理性は、変更の内容を問題とすべきもので

あって、消費者に有利な変更もあれば不利な変更もあり得るのであって、本

件変更条項自体は価値中立的なものである。ｑ ０条該当性は変更後の内容に

つき判断されるべきである。（ １２頁）

・ よって、本件変更条項は１０条前段要件に該当しない。

⑻ 高裁判決の不当性

（ ア） 消費者契約法の不当条項の適用において合理的限定解釈を行うことの不当性

〇合理的意思解釈による限定解釈は，個別事案の訴訟において、抽象的な文言の

契約条項に対し、当事者の意思や契約目的を合理的に解釈し、契約条項の意味

や効果について限定的な解釈を行うことによって、結論の妥当性を図ろうとす

るものである。

〇合理的意思解釈の手法は、個別事案に対する契約条項の無制限・ 無限定な適用
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を抑制する場合に用いられるものとして利用されてきたものである。

〇消費者契約法のように不当条項について内容規制が存在する場合には、内容規

制の効果として無効とすることについて、不必要な限定解釈を行うべきではな

い。

〇山本敬三「 契約の解釈と民法改正の課題」『 経済社会と法の役割』 ７０１頁

「 こうした手法は、 契約を無効とするための法律上の手段が十分整備されて

いないところでは、 そのような成約の中で必要な救済を与えるものとして評価

することができる。 しかし、本来の問題が不当な契約を規制するための手段の

不備にあるのであれば、それを改善し、無効とすべきものは無効といえるよう

にする必要がある。 現在では、 消費者契約に関しては新たに内容規制に関する

規定が設けられている。そのような手がかりがあるときには、不当な条項を無

効と判断し、契約の内容規制を行う事に躊躇すべきではないと考えられる。」

（ イ） 差止請求訴訟において合理的限定解釈を適用することの不当性

〇消費者と事業者との間の情報及び交渉力の格差を踏まえると、個々の消費者が

不当条項や不当表示や不当勧誘行為によって権利侵害を受けた場合に、それぞ

れが訴訟によって争うことは実際のところ難しく 泣き寝入りとなりがちとな

る。そこで、同種被害の拡大防止・ 未然防止のために、適格消費者団体が個々

の消費者に代わって原因行為である不当条項、不当表示または不当勧誘行為を

将来に向けて差し止めることを請求できるものとした。

〇差止請求訴訟において合理的意思解釈の手法を無限定に用いた場合、抽象的で

無限定な文言であるために事業者が消費者に不利な解釈を一方的に押し付け

る恐れがある契約条項が引き続き使用されるという，かえって不当な結果を招

来する結果となる。

〇このような解釈は、適格消費者団体の差止請求を認めた消費者契約法１２条以

下の趣旨に反し、およそ差止請求制度自体を封印するに等しい不当な結果をも

たらすものである。

〇個別訴訟で争う場合

無制限な約款変更条項が存在する契約において、① 契約期間２年間の縛りがあ

る継続的な契約において毎月の料金額を事業者側の一方的な都合のみで２倍

の金額に値上げしたようなケースや、② 中途解約が制限されている契約期間を

一方的に４年間に延長したようなケース。

①〇判断方法として、 当該約款変更条項は消契法１０条に反し無効であるとの判

断を示したうえで、２倍の料金値上げや２倍の期間延長は無効である、という

②判断を下す方法も可能、 当該約款変更条項を合理的意思解釈により限定解釈

し，２倍の料金値上げや２倍の期間延長といった契約条件変更には適用される
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条項ではないから、２倍の料金値上げや２倍の期間延長は無効である、という

判断を下すことも可能。

⇒ いずれの方法であっても契約当事者である消費者が保護される結論に違い

はない。

〇差止請求訴訟の場合

裁判所が、客観的に見れば無制約な約款変更が可能であると読める条項につい

て、合理的意思解釈による限定解釈を加えたうえで不当条項に当たらないと判

断すると、差止請求訴訟の適用の余地がなく なり、差止請求制度の目的を否定

することとなる。

（ ウ） 判例評釈

〇山本豊「 適格消費者団体による差止請求（ 法律時報83巻8号27頁）

「 差止訴訟においては、制限解釈された条項はその制限された内容で有効で

あることになり、条項使用差止を訴求した適格消費者団体は敗訴の憂き目を

み、誤解を招く 透明度の低い表現をもつ契約条項が引き続き使用される結果

となる。したがって、差止訴訟において契約条項の制限解釈を行うことにつ

いては、慎重な態度が要請されよう。」

〇山本豊・ 現代消費者法４８号１１６頁

〇松田隆文・ 私法判例リマークス６２号３０頁

〇大澤彩・ ＮBL１ １５ １号４頁

⑼ 【 なぜこのような判断が示されたのか】

① 民事訴訟は、個別事案に対する権利侵害の救済の可否を判断する構造。

差止請求訴訟の意義が裁判官に理解されていない。

⇒ 個別事案における救済の必要性を判断することなく 、契約条項の使用を差し

止めることによる事業者の不利益を配慮しているのではないか。

② 契約条項の抽象的な不当性の主張立証だけでなく 、具体的事案の結論の不当性

を示すことが必要だったのではないか。

３．Ｄｅ ＮＡモバゲー規約差止請求訴訟

原告埼玉消費者被害をなく す会、被告Ｄｅ ＮＡ

さいたま地裁令和２年２月５日判決（ 判時2458号84頁）

東京高裁令和２年11月5日判決（ 裁判所ウェブサイト ）

⑴ 事案

〇対象とする規約
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・「 他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」、「 その他会員として

不適切であると当社が判断した場合」、本サービスの利用停止または会員資

格取消しができる。この場合当社が受領した料金を返還しない。会員に損害

が生じても一切賠償しない。

〇トラブル事例

・ 会員が突然モバゲーの利用を停止されまたは会員資格を取り消された会員が、

ＤeＮAに対しその理由を問い合わせても、「 当社の判断である」 というだけ

で、その理由の説明すらない。 PI O－NET相談件数が複数件ある。

⑵ 原告なく す会の主張
〇会員として不適切であると事業者が判断した場合に会員資格取消しができる

とは、故意過失により誤った判断をした場合が排除されていない。

誤った判断により資格取消しをしても事業者が免責されるとの条項は、１０条

に反する不当条項である。

〇適格団体による不当条項差止請求においては、事業者が制限解釈を主張して不

当条項規制を免れることは差止請求制度の趣旨を没却し許されない。

⑶ 被告DeNAの主張
〇会員資格取消しの判断は合理的根拠に基づく 判断をした場合に限られる趣旨

であり、故意・ 過失による誤った判断は含まれない。

〇仮に個別判断において、事業者の判断が合理的根拠に基づく 判断ではなかった

と裁判所で判断されれば、その消費者には会員資格取消し規定は適用されない

から消費者の利益を害されない。

⑷ さいたま地裁令和２年２月５日判決（ 判時2458号84頁）
㋐消契法１２条は、消費者事件の特性（ 少額かつ高度な法的問題） から消費者に

よる個別訴訟が期待できないために、同種紛争の未然防止。拡大防止を目的と

して適格消費者団体による差止請求制度を定めた。

㋑こうした制度趣旨から、事業者の条項は、「 解釈を尽く してもなお複数の解釈の

可能性が残ることのないよう努め」なければならず、「 文言あら読み取ることの

できる意味内容が著しく 明確性を欠き、契約履行の場面において複数の解釈の

可能性が認められる場合において」、事業者が「 自己に有利な解釈に依拠して運

用することが伺われるなど、当該条項が免責条項などの不当条項として機能す

ることが認められえるとき」 は、不当条項に該当する。

㋒本件規約のうち、「 他の会員に不当に迷惑をかけた」とは客観的に意味内容を抽
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出しがたく 、例示もないことと相まって「 判断」 の意味内容が著しく 不明確。

「 不適切であると当社が判断した場合」 も、同様に不明確である。

㋓ドコモ高裁判決は、合理的な範囲での約款変更権が一般法理として存在するこ

とを前提とし、約款変更条項がその法理と同じであると判断したにすぎず、本

件のような著しく 不明確な条項一般についての判時ではない。

㋔Ｐ Ｉ Ｏ－ＮＥＴ 情報の「 理由もなく 停止され返金もない」 という対応からは、

不明確な条項を利用し自己に有利な解釈をしている疑いがある。

㋕よって、法８条１項、３項各前段（ 免責条項） に該当し、法１２条３項（ 差止

請求） が認められる。

⑸ 地裁判決の評価

① 差止請求訴訟の意義や条項明確化の要請（ 消契法３条） から、条項の意味内容
について、合理的限定解釈を加えることなく 、文言が著しく 不明確であれば不

当条項に該当すると判断した。

ドコモ判決とは事案を異にするとの判示は、これ以上触れない趣旨か。

② 当該事業者が実際に不当条項として利用している疑いがある（ ㋕）との指摘は、
不当情報該当性の要件というよりも、不当情報として「 使用するおそれ」（ 差止

の必要性） の要件として位置付けているように思われる。

（ 評釈）

・ 上杉めぐみ・ 判例評論７４９ （ 判時2484号199頁）

⑹ 控訴審でのＤｅ ＮＡの主張

① ドコモ高裁判決が「 約款の文言について合理的な限定解釈を加えることは認め
られる」 と判示したことに反する解釈である。

② 事業者が誤った判断をした場合は会員資格が取り消される効果が発生しない
から、消費者に損害は発生しないので、免責条項が適用される場面ではない。

③ 原審後に、「 他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が合理的に判断した場合」、
「 その他会員として不適切であると当社が合理的に判断した場合」と文言を追

加したことから、不明確との指摘は当たらない。

⑺ なく す会の反論

① ドコモ判決とは事案も経過も異なること、合理的限定解釈は差止請求訴訟では
控えるべきとの論文を紹介。

② 誤った判断による資格取消しの措置は事実として起こり得る。差止請求訴訟の
趣旨からは、契約条項が裁判規範のみならず行為規範としてどのように機能す
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るかが重要である。事後的に個別訴訟において誤った判断が下されるから、不

当条項として機能しないという議論は本末転倒である。

③ 「 合理的に判断した」 ということでは何をもって合理的であったというのか、
判断権が一方的に事業者にある構造は変わらず、不当条項性は同じ。

⑻ 東京高裁令和２年11月5日判決（ 裁判所ウェブサイト ）

① 「 合理的に判断」 という文言は、極めて広い裁量性を有し、客観的には碁打ち
性がなく 会員に対する不法行為又は債務不履行を構成するような措置を「 合理

的な判断」 であるとして行う可能性が十分にあり得る。

② 「 誤った判断の場合は免責規定の適用がないから、責任を負わないことの確認
的な規定に過ぎないという主張は、行為規範としての解釈にそぐわない。

③ 合理的限定解釈を加えるべきとの主張について、「 事業者を救済する（ 不当条項
性を否定する） との方向で」「 条項に文言を補い限定解釈するということは」、

法3条1項1号の趣旨に照らす「 極力控えるのが相当である。」

⑼ 高裁判決の評価

① 差止請求訴訟では合理的限定解釈を極力控えるべきとの判断を明確に示した。
② 裁判規範としての不当条項の効力論の議論と、不当条項として使用されること
による事実上の不利益防止という行為規範としての差止請求権の議論を明確

に個別して示した。

（ 評釈）

・ 大澤彩・ ＮＢＬ 1193号4頁

・ 山本豊・ 民事判例22号90頁（ 日本評論社）

・ 内山敏和・ 現代消費者法51号65頁

・ 野澤正充・ 私法判例リマークス 63号22頁

・ 宮下修一・ 新判例解説WATCH29号79頁

⑽ ドコモ事件と判断が異なったのはなぜか

㋐差止請求訴訟の趣旨、個別訴訟との制度の違い、合理的制限解釈を適用するこ

との不当性を最初から強調した。

⇒ 準備期日におけるベテラン裁判官の発言
㋑ＰＩ Ｏ－ＮＥＴ 情報で、資格取消しの理由を説明しないという対応を現に行っ

ているという不当な実態を強調した。

⇒ 事業者の対応として不当である、本件条項を根拠として説明を拒否している
と考えられる、という判断がベースとなったのではないか。
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４．定期購入不当表示差止請求

原告消費者被害防止ネットワーク東海、被告ファビウス㈱

名古屋地裁令和元年１２月２６日判決

東京高裁令和３年９月２９日判決

⑴ 事案

〇Ｗｅ ｂ サイト広告に、健康食品・ 初回

限定特別割引価格630円の強調表示を

掲載し、申込確認画面も初回の支払金

額を枠内に表示し、実は、2回目以降は

3480円×4回（ 11, 070円） の定期購入

が条件である。5回目以降は休止可能。

〇30日間返金保証特約 ※（ ） も強調。

※納得できなければ 30 日後に全額返金
を認めると強調する表示をしながら、

返金を申し出るには厳格な条件が付さ

れていて摘要困難であることが離れた

⇒場所に小さく 表示。 訴訟中に廃止し

たので請求の趣旨から削除。

⑵ 原告ネット東海の請求の趣旨
ア １回だけの契約による支払であ

るかのような次の表示（ 返金保

証は略）

㋐初回の支払金額を強調する表示

㋑申込確認画面において初回の支

払金額を記載した表示

イ （ 略）

〇広告画面のうちラクト クコースの表示
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〇最終確認画面

＜お試し定期購入トラブルの激増と特商法改正＞

〇お試し格安価格の申込みのように強調し手申込みをさせ、実は数か月分の割高

な定期購入であったとの相談件数が激増。

〇2015年４， １ ４１件⇒ 2019年４４ ， ３ ７ ０件⇒ 2020年５９ ， ００ ０件を超過

合計 680 円

４回のお受け取りで合計金額 11,954 円
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〇特商法・ 預託法の制度の在り方検討委員会２０２０年８月１９日付報告書

・「 初回に無料又は低額な金額を提示し、２回目以降に高額な金額を支払わせる、

いわゆる「 詐欺的な定期購入商法」 に関する消費生活相談が増加している。

特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせ

ようとする行為等に関する規制を強化すべきである。」

・ 特商法２０２１年改正による特定申込画面規制の強化へ

⑵ 名古屋地裁令和元年１２月２６日判決

〇 景表法３０条１項２号の有利誤認表示 とは「 健全な常識を備えた一般消費者の
認識を基準として、社会一般に許容される誇張の程度を越えて商品等の有利性
があると、誤って認識される表示 」 をいう。
〇 当該 表示がインターネット上に存在しパソコン等の画面において表示 される
場合に は、文 言や文字等の体裁のみならず、画面の遷移等も含め、当該表示を総
合的に 考慮して判断すべきである。

〇 本件への当てはめ

・ 下にスクロールした画面や遷移画面には定期購入であることが明示 されている。
・ 健全な常識を備えた一般消費者において、最低4回の継続が必要であることは
容易に認識し得る。

・ 最終確認画面において、「 ラクト クコースは、初回が６８０円（ 税込） で２回目
以降は３７５８円（ 税込） となり、 ４回のお受取りでの合計金額１１， ９５４
円 （ 税込） で、送料は無料となります。」 と合計金額も明記されているから、
支払 金額が「 合計６８０円」 と表示 されていても、これをもって健全な常識を
備えた一般消費者が、本件契約を初回のみの契約であると認識するとは到底い
えない。
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・ PI O-NET 情報で初回のみと誤認した件数５４件（ 平成２９年３ 月 ） は、同月の
発送件数４４万３２５６件の０． ０１２％にすぎない。

⑶ 控訴審におけるネット東海の主張の補充

㋐「 健全な常識を備えた消費者」 に限定することの不当性

㋑差止対象表示として、「 最終確認画面で初回の支払金額と解約できない期間の代金

総額をことさら分離して記載した表示」 を追加。

・ スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書（ 平成30年5月）

⇒ スクロールした先や遷移先の表示を同列に評価すべきではない。
・ 消費者庁検討委員会での議論状況の引用 「 詐欺的な定期購入商法」 として規

制強化の必要性を提言

・ 消費者委員会「 悪質なお試し商法に関する意見」 の引用

・ 改正特商法の参議院附帯決議令和３年６月４日第６項

「 詐欺的定期購入 ト ラブルの防止 ・ 救済に向けて導入 された、特定申込みに 係
る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契
約のうち初回分の価格・ 数量等と二回目以降の価格・ 数量等をことさら分離
して 表示する手 口など、不適正な表示 方法の具体例と判断の目安を通達等に
具体的 に明示すること」

・ 意に反して申込をさせようとする行為の禁止に係るガイドラインの改正

・ PI O-NET情報の評価の誤り

・ 本件打消し表示の表現方法の不明確性

「 ４回のお受け取りでの合計金額」「 ４回のご継続（ ご購入） での合計金額」

⑷ 東京高裁令和３年９月２９日判決

〇有利誤認表示とは、「 健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として、社会

一般に許容される艇庫の誇張を超えて商品等の有利性があると誤って認識され

る表示」 をいう。

〇本件広告表示をもって、一般消費者がお試し購入（ 初回１回だけの契約） である

と誤認するとは認めがたい。

〇健全な常識を備えた一般消費者は、お試し購入ではないことを容易に理解するこ

とができる。

〇お申込みボタンの次に表示される画面に２回目以降の契約条件表示があるから、

「 この部分すら全く 目を通さない一般消費者がいるとすれば、それはもはや保護

に値するものとは言い難い。」

〇申込確認画面について、枠で囲まれた中に支払金額として初回のみが表示される

が、商品名には「 ラクト クコース【 毎月自動お届けコース】」 と表示され、その下

に最低４回の定期購入契約であること・ ・ ・ が表示されるため、既に前記表示を

見た一般消費者がお試し購入であるとの認識を有し続けるとは考え難い。」

⑸ ネット東海の上告受理申立理由 ⇒ 不受理決定
＜「 健全な常識を有する消費者」 という限定的解釈の不当性＞

〇消費者庁「 景品表示法（ 第６版）」 ６ ２頁
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…一般消費者については、 消費者と事業者との間に情報や知識に大きな格差があ

ることを踏まえて、・ ・ ・ 当該商品または役務につちえさほど詳しい情報・ 知識を

有していない、通常レベルの消費者、一般レベルの常識のみを有している消費者

が基準となる。」

〇今村成和ほか「 注解経済法（ 下巻）」 ７ ７０頁

「 一般消費者は、民法や刑法といった近代市民法が前提としている『 一般平均人』

よりはレベルを下げた段階で捉えられている。そこで、消費者が、広告や表示を

一字一句注意深く 検討することなく 、大まかに目を通すだけで即断する傾向にあ

るということも考慮に入れると、１０人中７，８人までが子人をしないとしても、

残り２，３人が誤認しその誤認がある程度やむを得ないとすれば、その表示が問

題があるということになる。」

〇アマゾン社に対する二重価格表示措置命令取消し訴訟

（ 東京地裁令和１年１１月１５日判決判時2502号142頁。東京高裁令和２年１２

月５日判決）

「 景表法にいう『 一般消費者』 を原告が主張する『 健全な常識を有する消費者』

と限定的に解すべき法令上の根拠は見当たらず（ なお、原告が指摘する裁判例

（ 甲１２ ）においても、『 健全な常識を備えた一般消費者』との記載があるにと

どまる。）、原告の主張は、その前提を異にするものである。」

＜評釈＞

・ 岩本諭・ 公正取引837号68頁（ プラット フォーム通信販売事業者の二重価格
表示に対する景品表示法に基づく 措置命令取消訴訟判決： Amazon事件）

⑹ 【 なぜこのような判断が示されたのか】
㋐「 健全な常識を備えた消費者」 の議論は20年以上前に決着がついているはず。

㋑裁判官は、個別訴訟において、当該事案の当事者（ 消費者） の証言を聞いて、要

保護性＝権利侵害の認定・ 判断する構造に慣れている。

行政処分取消訴訟は、行政庁の認定・ 判断を承認すれば足りる。

差止請求訴訟においては、個別消費者の誤認状況を審理することなく 、広告表

示自体の差止（ 事業者の営業活動に対する重大な不利益） を自ら判断する必要が

ある。

⇒ この点の責任を重大性から、裁判官が消極的な認定・ 判断に傾いているので
はないか。

＜集団的被害回復訴訟における同様な問題事案＞

※原告消費者機構日本、被告ワンメッセージ間の仮想通貨投資情報商材の不
当勧誘事案に対する共通義務確認訴訟において、支配性の要件を欠く とし

て請求を却下（ 東京地裁令和３年５月１４日却下決定、東京高判令和３年

１２月２２日控訴棄却、上告受理申立中）。

・「 対象消費者ごとに仮想通貨への投資を含む投資の知識，経験の有無及び

程度，職務経歴，本件各商品等の購入に至る経緯等の事情は様々である

ことからすれば，本件各対象消費者において誰でも簡単に確実に稼ぐこ
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とができる方法があるといった勧誘内容を信じたことにつき過失相殺

すべき事情がおよそないとはいえない。」

・「 誤信をせずに，単に仮想通貨による稼ぎ 方に興味を抱いた場合なども想

定される。そうすると，仮に控訴人が主張するように仮想通貨バイプル

の勧誘が不法行為となるとしても，その対象消費者ごとに当該不法行為

により当該対象消費者が誰でも簡単に確実に稼ぐ方法があると誤信し

たかどうか，すなわち因果関係の存否についても，被控訴人らが争って

いるため，それぞれ個別に審理する必要があり，陳述書等により類型的

に判断することは固難であると解される.」

⑺ どのような取組が必要か

① 差止請求訴訟は、一般消費者が個別訴訟を提起できない代わりに、適格消費者団
体が一般消費者に代わって不当表示・ 不当条項の被害防止の役割を担う制度であ

ること、裁判官の役割も個別訴訟とは違い、被害防止の必要性を積極的に認定・

判断する役割を担うことを、訴訟提起の最初から強調すべきではないか。

② Ｐ Ｉ Ｏ－ＮＥＴ 情報による相談の概要や件数だけでなく 、被害実態＝消費者の要
保護性を明らかにする工夫が必要ではないか。

㋑個別訴訟による判決獲得が必要ではないか。

㋺個別消費者の陳述書や証言を準備することは制度の性質上難しいか。

㋩消費生活センタ－の相談員・ 職員により、相談事例から見た被害実態・ 手口の

巧妙さ・ 消費者の属性・ 要保護性について証言を求めることを検討すべきでは

ないか。



佐賀消費者フォーラム主催

第11回消費者のつどい
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

知っていますか 
ネット広告のからくり
 ネット広告の問題点と規制、
定期購入の表示ガイドライン~

講師 岩本 諭 氏
（佐賀大学経済学部教授）

古賀 洋子 氏
（消費生活相談員の会さが）

近年激増してきた「詐欺的定期購入被
害（お試し価格で誘引され高額な定期
購入を契約してしまった）」を規制す
るため、今年6月より改正特定商取引
法が施行されました。

日時 2022 年 10月 19 日 (水)10 12時
※終了後 12時 13時 消費者110番
(弁護士が個別相談に応じます)

会場 佐賀商工ビル7階 佐賀市 活動プラザ大会議室
(佐賀市白山2丁目1-12 佐賀商工ビル)

主催

問い合わせ・申し込み ※申し込みフォームはこちらです⇒

TEL 0952-37-9839 FAX0952-37-9859
E-mail  scf@forest.ocn.ne.jp

【車でお越しの方へ】
・会場内の駐車場、または唐人南パーキングがご利用
できます。

・駐車券をお持ちください。無料券をお渡しします。

佐賀商工ビル

【参加にあたってお願い】
・マスク着用をお願いします
・３密を避けて着席ください
・発熱のある方はご遠慮下さい。

お名前 消費者110番 相談希望 する しない

所属団体 ご連絡先電話

参加無料

FAX0952-37-9859 または申し込みフォーム（WEB参加の方必須）で申し込み願います

10月19日消費者のつどい「知っていますか ネット広告のからくり」参加申込 締切10月15日

参加方法
WEB
会場

※いずれかに〇

WEB（ZOOM）
でも参加できます。

テレビ、新聞、雑誌等の従来メディア
からインターネットでの広告が急増す
る中、ネット検索やSNSを通じた消費
者の個人情報が利用され、「公正性」
や「透明性」が課題となっています。



■2022.10.19消費者のつどい　参加者アンケート集約
参加 25 回答 16

Q1.年齢人数 % Q3.参加動機 人数 %

20代 0 0% タイトルに興味 11 69%

30代 2 13% 講師にひかれた 2 13%

40代 1 6% チラシの内容 3 19%

50代 7 44% その他 5 31%

60代以上 6 38%

Q4.どこで知りましたか人数 %

Q2.性別人数 % チラシ 9 56%

男性 6 38% ポスター 0 0%

女性 10 63% ホームページ 1 6%

口コミ 2 13%

その他 7 44%

Q5.内容はいかがでしたか人数 %

よかった 15 94%

ふつう 1 6%

期待した内容と違った 0 0%

Q6.感想・意見

Q7.今後どのような企画に参加したいですか

・ ネットでの買い物は高齢者は不慣れで（ 入力するのも大変なので） 金額等の確認はします
が、その他の事はほとんど読んでいません。字も小さい。

・ なんとなく 考えて（ 知って） いた問題を、しっかりとした輪郭をもって考えることができ
た。ネット広告の裏側を知ることができる大変良い機会でした。

・ 身の周りの様々 な「 事」 についてあらためて気をひきしめよう（ 注意してみよう） と考え
るようになりました。

・ SNSなどで「 登録する」 ということが個人情報を提供することなんだということがわかりま
した。

・ いろんな商品を複数回見るといろんなところから探しているものはこれですか!というよう
なメールが届く ことがありますが、そのようなことがなぜ起きるのかというのがわかったよ
うに思いました。

・ デジタル広告のしく みがよく わかり、理解が深まった。今後の相談業務に活かして行きた
いと思いました。有難うございました。

・ デジタル広告のしく み、岩本先生のお話は専門的?!私には少し難しかったけど、安易にやっ
てた作業がプラットフォームに入っていたとは・ ・ ・ 。古賀先生のお話は日常よく 聞く こと
で、注意すべき点を教えてもらい勉強になりました。

・ デジタル広告のリスクを知ることの大切さがわかった。

・ 今回のように「 知っておいていた方がいけど、なかなか知ることができないこと」 につい
て勉強出来たらと思います。

⇒ ⇒・ 実践例があればよい。「 ケース 相談 〇〇のように解決」 とか・ ・ ・ 。

・ 19~20才～の若者が陥りやすい消費者トラブル。親として注意喚起することはあるのか?!の
ような企画があれば参加したいです。
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特定非営利活動法人 適格消費者団体
佐賀消費者フォーラム

2022年9月1日発行
佐賀消費者フォーラム

理事会
℡0952-37-9839

2021年10月20日消費者のつどい開催
「ネット・SNS消費者被害から子ども
を守る～来年4月18才成年引き下げを前に～」

2022年から始まる成年18才への引き下げを前に、法律上
の未成年保護と引き下げの改正点を福島和代弁護士が、
若者に特徴的なネットでの消費者トラブルの事例を消費
生活相談員の德永智子相談員がお話ししました。また佐
賀県による若者向け啓発パンフ「18才から大人!」も紹
介されました。今回の成年引き下げによって社会経験と
知識が不足している若者が、ネット購入とSNSによる悪
徳商法の被害に遭わないように、大人から子へ伝えるポ
イントを学びつつ、学校での消費者教育の重要性も確認
しました。一般参加者、生協関係者、消費者相談員など
から27名の参加がありました。

【開催のご案内】第11回消費者のつどい

知っていますか？ネット広告のからくり
～ネット広告の問題点と規制、定期購入の表示ガイドライン～

講師 岩本 諭 氏（佐賀大学経済学部教授）
古賀 洋子氏（消費生活相談員の会さが）

日時 2022 年 10月 19 日 (水)10～12時
会場 佐賀商工ビル7階 佐賀市民活動プラザ大会議室
問い合わせ・申し込み ※申し込みフォーム⇒

TEL 0952-37-9839 FAX0952-37-9859
E-mail  scf@forest.ocn.ne.jp 

2022年7月22日 消費者セミナー開催
「適格消費者団体と差し止め請求訴訟
を知ろう」

佐賀県弁護士会館とオンラインにて埼玉消費者被害をな
くす会理事長・池本誠司弁護士を講師にお招きして、一
般消費者、消費生活相談員、弁護士などから39名の参加
がありました。
池本弁護士からは、適格消費者団体による法令違反行為
の是正申し入れと差し止め請求訴訟を行う意義と、差し
止め請求訴訟で勝訴・敗訴した事例の検討と課題を話し
ていただき、今後消費者団体としてどんな取り組みが必
要かを提起いただきました。裁判官に、適格消費者団体
の行う差し止め訴訟の意義、消費者被害の防止の必要性、
個別訴訟との違いを積極的に強調していくことなどを求
められました。



令和3年度 11月～令和4年10月

2021年
11月15日 第1回理事会
12月6日 令和3年度定時総会

2022年
1月17日 第2回理事会
2月4日 佐賀県消費生活審議会
2月2~5日

佐賀市消費生活フェア
消費者110番、啓発活動

3月12日 第11回適格消費者団
体連絡協議会

3月14日 第3回理事会
3月31日 消費者テキスト
「みんな消費者2022-23年版」

発行
5月16日 第4回理事会
7月11日 第5回理事会
7月22日 消費者セミナー
「適格消費者団体と差し止め請
求訴訟」共催
7月26日 佐賀県消費生活の

安全安心対策会議
（予定）
9月3日 第12回適格消費者団

体連絡協議会
9月12日 第6回理事会
10月19日 第11回消費者の集い
「知っていますか？ネット広告
のからくり」開催

【活動日誌】

2

佐賀消費者フォーラム NEWS LETTER 2022①

検討委員会 事業者への申し入れ活動

2022年6月より改正特定商取引法が施行され、
定期購入の表示ガイドラインができました。

会費納入の
お願い

佐賀消費者フォーラム NEWS LETTER 2020①

令和4年度（令和3年11月～
令和4年10月）の年会費納入
は10月15日までに振り込み
お願いします。
《振り込み先》
佐賀銀行 鳥栖支店 普通
口座番号 2044650
特定非営利活動法人佐賀消
費者フォーラム

事業者 申入れ内容 結果

書籍出版
A社
H29年9

書籍を継続購入して完成する模型の
価格表示が、景表法の有利誤認に当
たり、改善を申し入れ。

回答後改善不十分のた
めR4年6月再再申入れ。
7月回答で改善予定。

携帯電話
L社
R1年10

故障交換時の貸出機の破損による違
約金請求の規約について、消費者の
利益を損ねないか、問合せ書を送付。

R3年12月回答書が届き、
今後の再申入れについ
て検討中。

保険コンサ
ルL社
R3年9

火災・地震保険の請求手続きを支援
するサービス契約内容について、消
費者契約法違反等による改善申入れ。

R3年9月申入れ書を送
付し、10月回答あり、
営業中止する旨。

エステサロ
ンM社
R4年6月~

サービス期間の中途解約の定めが特
商法に反し消費者に不利な条項と
なっており、改善を申入れ

R4年6月申入れ送付。8
月末回答要請。

この間寄せられた消費者相談・被害情報

お試し価格で誘引し消費者の意に反して定期購入を契約させる（いわゆる「詐欺的
定期購入」）を規制する特定商取引法の改正が施行しました。適切・不適切な広告
を例示した「表示ガイドライン」も消費者庁が公表しています。
定期購入に関する改正のポイントは、注文確定画面に「１回限り」か「定期購入」
かを、１回目お試し価格だけでなく２回目以降の価格を併記、解約方法等を明確に
わかりやすく表示すること、誤認させる表示で契約した消費者は契約を取り消すこ
とが可能になりました。消費者としても、ネット契約においては、広告表示を注意
深く読み、スマホの注文確定画面等のスクショなどを残すなどを呼びかけています。

コロナ禍で結構式場をキャンセルしたが、38日前40%でキャンセル料が高い。
調停裁判を申し立てたが相手が出頭しない。

コロナ禍で格安航空券の予約をバウチャーにして延期してきたが、事前連絡な
く、打ち切られた。 。

司法書士と任意整理契約をネットで契約、10日後解約を申し入れたが、あまり
にも高い違約金を請求された。

脱毛エステ24回の契約をしたが、サービス期間含め3年の契約なのに、1年間ま
で中途解約を認めないのはおかしい。⇒申入れ済

買い物依存症の妻が、着物・バッグ・宝石等をきもの販売業者２社から計1300
万円購入。契約無効による返金を交渉するも1社1000万ほど返してもらえない。

洋服ファッションレンタルのサブスク契約での中途解約料100%の規約がある
が、消費者契約法に反していないのか?

化粧品のネット販売。定期購入を表示せず、いつでも解約OK、10分間のクー
ポンセールで誘引されて高額な契約をさせられた。⇒申入れ検討中

クレジットカード支払いの延滞によって一方的な手数料変更がなされた。消費
者契約法10条の消費者の利益を一方的に害する規定で無効を主張したい。

2021年9月
～2022年8月


